
視聴覚教材の利用について 

 

１ 開所時間 

・ 月曜日から金曜日 午前９時から午後５時まで 

・ 土曜日 午前９時から正午まで 

 

２ 休所日 

・ 日曜日 

・ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

・ １２月２９日から翌年の１月３日まで 

 

３ 利用できる人（団体） 

・ 市内の学校、その他の教育機関 

・ 市内に事務所を有する国及び地方公共団体の機関 

・ 市内の社会教育関係団体、その他公共的団体 

・ その他教育委員会が適当であると認めるもの 

 

４ 借用の手続き 

（1） 利用しようとする日の数日前に直接来所又は、電話のどちらかで予約してください。 

（できるだけ希望に添えるよう調整するため） 

（2） 視聴覚機材・教材を借用する時は、「視聴覚機材・教材等貸出許可申請書兼借用書」を提出してください。 

（用紙は学校 ICT推進センターで準備します。） 

（3） １６ミリ映写機の借用の際は、簡単な機器操作の講習も受けることができます。 

 

５ 返却の手続き 

（1） 視聴覚機材・教材を返却する時は、「視聴覚機材・教材利用報告書」を提出してください。 

（用紙は学校 ICT推進センターで準備します。） 

（2） 視聴覚機材・教材を返却する時は、利用人数と機材・教材の異状の有無を報告し、点検を受けてください。 

 

６ 貸出期間 

貸出日を含め３日以内 

 

７ 貸出数量 

・ 機材一式 

・ 録画教材（DVD・ビデオ） ３本以内 

・ １６ミリ映画フィルム教材 ３本以内 

８ お問合せ 

鹿児島市立学校 ICT推進センター 

鹿児島市山下町６番１号  TEL 099-227-1925 FAX 099-227-3016 

 


